
保護者の皆様へ 

 

平成 27 年 4 月から子ども・子育て支援新制度（以下「新制度」といいます。）、令和元年１０月から幼児教育・保育の

無償化がスタートしました。 

このリーフレットでは、新制度の幼稚園や認定こども園（幼稚園機能）を利用するための「教育・保育給付認定申請」の

手続きと、「副食費の徴収免除制度」についてお知らせします。内容を確認のうえ、必要な手続きをお願いします。 

 
 

１ 教育・保育給付認定申請について 
 

新制度の幼稚園や認定こども園（幼稚園機能）の利用には、ご希望の施設への入園が内定した後、高崎市に「教育・保

育給付認定申請」を行い、市から「教育・保育給付認定（１号認定子ども）」を受ける必要があります。 

「教育・保育給付認定」を受けた方には、市から施設型給付費が支給され、利用する施設の教育や保育に要する費用に

充てられます。なお、この給付費は保護者への直接的な給付ではなく、市から各施設に支払う仕組みとなります。 

また、令和元年１０月からの幼児教育・保育無償化により、市から「教育・保育給付認定（１号認定子ども）」を受け

たお子さんの保育料は無料です。 

   

（１）教育・保育給付認定のながれ 

支給認定申請から入園までのおおまかな手続きの流れは次のとおりです。 
 
 

 
 
 
 
 
  ※３が保護者の皆さんにお願いする手続きです 

（２）教育・保育給付認定申請書等の提出 

申請手続きは、入園先の幼稚園や認定こども園を通じて行います。各施設から配布された「子どものための教育・保育

給付認定申請書」に所定事項を記入し、必要に応じて添付書類をご用意のうえ、施設の指定する日までに、施設へ提出し

てください。 

申請書の記入方法や添付書類については、このリーフレット及び申請書の各裏面を参照してください。 

また、提出の際は記入されたマイナンバーの確認を行います。（詳しくはこのリーフレットの裏面を確認してください。） 

 

 

●施設等利用給付に係る認定について【預かり保育の無償化に係る認定】 
 

教育・保育給付認定に加え、「保育の必要性の認定」を受けたお子さん（施設等利用給付２号・３号認定子ども）は、

預かり保育の無償化の対象となります。 

  詳しくは、別紙『「預かり保育」の無償化に係る手続きについて』をご覧ください。 

 

 

 

 
 

２ 副食費の免除制度について 

 

幼稚園や認定こども園において給食が提供されている場合、その材料にかかる費用（給食費）については、保護者の皆

さんのご負担となります。  

ただし、年収３６０万円未満相当世帯及び第３子目以降の子どもについては、給食費のうち、副食費が免除になります。

なお、免除にあたり、年収３６０万円未満相当世帯の子どもについては手続不要ですが、第３子目以降の子どもについて

は手続が必要です。 

 

 

 

（１）年収 360 万円未満相当世帯〔手続不要〕 

年収３６０万円未満相当世帯であることは、世帯の市町村民税所得割課税額によって判定します。 

※該当する世帯へは、市から保護者へ通知します。 
 

〔参考〕１号認定子ども 副食費免除の範囲一覧（太枠内が免除対象） 

世帯の階層区分 副食費 

生活保護世帯等 

免 除 
市町村民税非課税の世帯 

市町村民税均等割のみ課税の世帯 

市町村民税所得割額が 77,100 円以下の世帯 

市町村民税所得割額が 77,101 円以上の世帯 免除対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）第 3 子目以降の子ども〔手続必要〕 

高崎市では、上記「副食費免除の範囲一覧」の世帯階層区分にかかわらず、保護者と生計を一にする子が３人以上いて、

そのうち幼稚園や認定こども園（幼稚園機能）を利用する子が第３子目以降である場合は、書類を提出していただくこと

により第３子目以降の子どもであることを確認し、副食費を免除します。条件に該当する人は、各施設で配布された書類

（「第３子目以降副食費免除に関する届出書」）に所定事項を記入し、教育・保育給付認定申請書と一緒に提出してくださ

い。 

 

 

 

 

令和７年度 幼稚園・認定こども園（幼稚園機能）を利用される際の手続きについて 
（教育・保育給付１号認定子ども） 

1 号認定子ども 

１ 

園に願書を 

提出します  

 

 

２ 

園から入園の 

内定を受けます 

 

満 3 歳以上で幼稚園・認定こども園の教育を希望する就学前の子どもで、 
新制度に移行した幼稚園や認定こども園を利用する子どものことをいいます。 

副食費 

お問い合わせ先 

高崎市役所 福祉部 保育課入所担当 ☎ 027-321-1246（課直通） 

主食（お米、麺、パン等）以外の食材料費のことをいいます。 

令和７年度 新入園児用 

３ 

園を通じて 

高崎市に教育・

保育給付認定申

請を行います 

【預かり保育の無償化に係る認定について】 

 

教育・保育給付認定に加え、申請により「保育の必要性の認定」を受けたお子さん（施設等利用給付２号・３

号認定子ども）は、預かり保育も無償化の対象となります。 

  詳しくは、別紙『「預かり保育」の無償化に係る手続きについて』をご覧ください。 

 

※世帯の階層区分の判定について 
１ 「所得割額」とは、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除、配当控除、配当割額・株式等譲渡所得割額控除、外国税額     

控除の適用前 の額をいいます。 

２ 世帯の所得割額は、父母の所得割額の合計額となります。また、父母がともに非課税で、同住所に父母以外の扶養義務者（祖父

母等）がいる場合には、最も収入額が多い者の所得割額となります。 

３ 前年中に国外での収入がある場合、国内・国外合算後の収入額により算出した市町村民税相当額により判定します。 

４ 世帯のなかに市町村民税額が不明の人（未申告かつ税法上の被扶養者でない人）がいる場合、副食費免除の対象となりません。 

５ 「生活保護世帯等」とは、生活保護法に規定する保護及び中国残留邦人等支援法に規定する支援給付を受けている世帯をいいま

す。 

６ 階層区分の判定は、毎年９月に切替えをします。４月～８月は前年度分の市町村民税、９月～翌年３月は、当年度分の市町村民 

 税により決定します。 

４ 

高崎市から 

教育・保育給付認

定に関する通知

が送付されます 

 

５ 

手続きを経て 

新入園 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人番号カード 通知カード 

 

 

＊記載事項が最新でない通知カードは、個人番号

を証明する書類として利用できません。 

〇支給認定申請書 

＊ 太枠内の項目を黒ボールペンでもれなく記入してください。 

＊ 令和６年 1 月 1 日に高崎市に住民登録がなかった人は、「令和６年 1 月 1 日の住所」を記入してください。 

＊ 利用希望期間の開始日は、令和７年 4 月より入園する人は下図のとおり「令和７年 4 月 1 日」を、年度途中で入園する人は実際

の入園日を記入してください。 

また、終了日は、記入する時点で中途退園の予定がない限り「□ 小学校就学前まで」にチェックをしてください。 

＊ 園児または世帯員の該当要件により、添付書類の提出が必要となります。（申請書の裏面を必ず確認してください。） 

個人番号の記入と番号確認について 

記入上の注意事項と記入例 

教育・保育給付認定申請をする場合には、法令の規定に基づき、申請書に個人番号（マイナンバー）の記入が必要です。 

お手数をおかけしますが、以下のとおり、ご協力をお願いします。 
 

（１）個人番号を記入する必要のある人 

保護者（申請者）、幼稚園や認定こども園（幼稚園機能）を利用する子（認定対象児童）、 認定対象児童の同居人及び生計を一 

にする兄・姉、同居していない父・母・兄・姉 
 

（２）個人番号を記入する欄 

記入例のとおり、「マイナンバー」の各欄に正しく転記してください。 
 

（３）保護者の個人番号の確認 

「子どものための教育・保育給付認定申請書（１号認定用）」の提出時に、記入された保護者の個人番号がご本人の番号であるこ 

とを確認しますので、申請書と一緒に保護者の ①個人番号カード 、②個人番号記載の住民票 、または ③通知カード のいずれか 

を施設に持参してください。 

＊ 保護者以外の世帯員の番号確認は行いません。持参いただくのは保護者のもののみです。 

＊ 施設で行うのは番号確認のみです。申請書やカードをコピーしたり、その他の手続きに利用することはありません。 

＊ 令和２年５月２５日より通知カードは廃止になりましたが、カードの内容に変更がない場合や正しく変更手続きを行ってい 

る場合は、廃止後も個人番号の証明書類として利用できます。 
 

（４）提出が省略可能な書類等 

   「子どものための教育・保育給付認定申請書（１号認定用）」に個人番号（マイナンバー）を記入していただくことで、次の 

書類の提出が不要になります。 

   ・ 令和６年 1 月 1 日時点で高崎市に住民登録がない方の市町村民税（住民税）額を証する書類の写し 


